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二
号
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病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾
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名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

田
名
部
整
形
外
科

八
戸
市
石
堂
一
丁
目
五
の
二
五

平
成

��

･

�･

�

石
川
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や

す
ら
ぎ

弘
前
市
大
字
石
川
字
大
仏
下
二
五
の
一

〃

や
ぎ
は
し
腎
・
泌
尿
器
科
医
院

弘
前
市
大
字
笹
森
町
三
九
の
一

��･

�･

�

花
田
医
院

平
川
市
尾
上
栄
松
二
八
六

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
高
舘
山

弘
前
市
大
字
五
代
字
沼
田
一
三
の
五

〃

成
田
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
森
町
九
の
一

��･

�･

��

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
む
つ

む
つ
市
緑
町
一
六
の
一
八

��･

�･

�

佐
藤
内
科
医
院

弘
前
市
大
字
覚
仙
町
一
五
の
一

��･

�･

��

南
類
家
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
南
類
家
四
丁
目
二
の
三
〇

��･

�･

��

医
療
法
人
青
仁
会
青
南
病
院

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
一
六
の
三

��･

�･

�	

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ

ン
タ
ー
診
療
部

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
一
〇
一

��･

�･

��

す
と
う
ｍ
ｒ
ｉ
ク
リ
ニ
ッ
ク

五
所
川
原
市
大
字
姥


字
船
橋
二
四
六
の

一

��･

�･

�

ミ
ツ
ワ
薬
局
代
官
町

弘
前
市
大
字
代
官
町
八
六
の
一

〃

ク
オ
ー
ル
薬
局
津
軽
川
部
店

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
上
西
田

一
三
〇
の
一
四

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
広
田
店

五
所
川
原
市
大
字
姥


字
船
橋
二
四
二
の

六

��･

�･

�

�
�
�
�
�
�
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( )

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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代
官
町
ク
リ
ニ
ッ
ク
吉
田
眼
科

弘
前
市
大
字
代
官
町
一
〇
八

��

･

�･

�

植
田
町
薬
局

弘
前
市
大
字
植
田
町
一
五
の
二

��･

�･

�

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

指
定
医
の

区

分

氏

名

名

称

所

在

地

担

当

す

る

診

療

科

名

指

定

年
月
日

難
病
指
定

医

八
木
橋

勇

治

や
ぎ
は
し

腎
・
泌
尿
器

科
医
院

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
九
の
一

泌
尿
器
科
、
内
科
、

外
科

平
成

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

橘

正
人

医
療
法
人
弘

愛
会
弘
愛
会

病
院

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
の
四

外
科

��
･

�･

��

難
病
指
定

医

佐
藤

博
彦

佐
藤
内
科
医

院

弘
前
市
大
字
覚
仙

町
一
五
の
一

内
科

��

･

�･
��

難
病
指
定

医

河
津

俊
太

郎

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

消
化
器
内
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

栗
崎

和
之

南
類
家
整
形

外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

八
戸
市
南
類
家
四

丁
目
二
の
三
〇

整
形
外
科

〃

難
病
指
定

医

花
田

直
之

花
田
医
院

平
川
市
尾
上
栄
松

二
八
六

内
科
、
消
化
器
内

科

〃

難
病
指
定

医

岡
村

良
久

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部

青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

整
形
外
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

福
田

陽

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部

青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

整
形
外
科

〃

難
病
指
定

医

佐
々
木

洸

太

三
戸
町
国
民

健
康
保
険
三

戸
中
央
病
院

三
戸
郡
三
戸
町
大

字
川
守
田
字
沖
中

九
の
一

総
合
診
療
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

田
名
部

誠

悦

田
名
部
整
形

外
科

八
戸
市
石
堂
一
丁

目
五
の
二
五

整
形
外
科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科
、
リ
ウ
マ
チ
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

星
野

恵
治

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

鰺
ヶ
沢
病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

蒲
生
一
〇
六
の
一

〇

外
科

〃

難
病
指
定

医

三
須

直
子

協
立
ク
リ

ニ
ッ
ク

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
二
の
二

内
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

東
山

明
弘

三
戸
町
国
民

健
康
保
険
三

戸
中
央
病
院

三
戸
郡
三
戸
町
大

字
川
守
田
字
沖
中

九
の
一

内
科

��

･

�･

�	

難
病
指
定

医

大
谷

啓
介

三
戸
町
国
民

健
康
保
険
三

戸
中
央
病
院

三
戸
郡
三
戸
町
大

字
川
守
田
字
沖
中

九
の
一

総
合
診
療
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

本
間

猛
美

医
療
法
人
弘

愛
会
弘
愛
会

病
院

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
の
四

外
科

��

･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
二
百
七
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
松
代
町
陸
奥

赤
石
停
車
場
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
一
三
の

七
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
一
三
の

四
ま
で

平
成
��･

�･

��

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

深
浦

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
三
〇

三
の
一

山

本

幸

宏

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
中
沢
一
八

の
一
七

中

川

善

文

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
横
磯
字
下
岡
崎
四

八
の
一

佐

藤

一

文

平
成
二
十
七
年

四
月
十
五
日
か

ら
同
月
二
十
九

日
ま
で

深
浦
漁
業
協

同
組
合

２ １ 図
面
番
号

県

道

国

道

道
路
の

種

類

松
代
町
陸
奥

赤
石
停
車
場

線 三
三
九
号

路
線
名

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
二
九
の
二
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
一
三
の
四
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
二
九
の
二
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名
原
一
五
の
四
ま
で

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
築
上
一
六
〇
の
二
か
ら

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
築
上
一
三
二
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
更
改
に
伴
う
設
定
構
築
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
東
北

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
丁
目
九
の
一

六

契
約
金
額

三
千
六
百
七
十
二
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
講
習
機

関
五
所
川
原
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
特
定
講
習
の
一
部
の
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関

に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

休
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
の
種
別

普
通
二
輪
車
、
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

二

休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

淋

代

平

揚
水
機
場

水
利
施
設
整
備
事
業

平
成
��･

��･

��

南

川

原

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備)

��･

�･

��


